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日本モーターボート競走会10周年〇 

大切にしてきたものを守りながら、新しい未来へ〇 
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一般財団法人 日本モーターボート競走会会長 

潮田政明 

ご挨拶 

平成20年4月1日に、~日競走会と旧連合会が一元化され、新競走会として生まれ変わり、10年 

という節目の年を迎えることができました。これもひとえに、関係各位の深いご理解とご尽力 

の賜物であり、心から感謝を申し上げますo 

さて、この10年を振り返りますと、売上面におきましては、平成20年度に1兆円を割り込み、 

平成22年度には未曾有の大災害となった東日本大震災の影響もあり、売上は8,434億円にまで 

落ち込むなど、ボートレース業界としても大きなダメージを受けました〇そのような中、ボー 

トレース業界は関係者が一丸となり、復興支援競走の開催、発売日数の拡大など、各種施策を 

積極的に推進した結果、売上は上昇傾向に転じ、平成27年度には1兆円を回復し、平成29年度に 

は1兆2,000億円を超えるまでになりました〇 

組織面におきましては、一元化後も、役員の削減、支局の設置や支部の組織改編などの合理 

化を進め、「意思決定の迅速化」と「経営改善」に取り組んでまいりました。また、競技運営面に 

おきましても、国内で唯一の競走実施機関として、プロペラ制度の見直し、SG審判員制度の導 

入、スタート事故及び人身事故の防止に努めてきたほか、SGグランプリをはじめとするグ 

レードレースの見直しと、GIヤングダービーやGIクイーンズクライマックスといった新たな 

競走の開催などに、全職員が一丸となって遭進してまいりましたo 

さらに、平成30年度を迎えるにあたり、今後は、競走会の根幹である「公正・安全なレースの 

実施」と、売上拡大につながる「レースの魅力向上への取り組み」の実現に向け、「中期業務推進 

計画」を策定し、その指針のもと業務に遭進していく所存でおります〇 

そして、新競走会の10周年の節目を記念して、このたび、平成20年からの10年間の足跡を「日 

本モーターボート競走会10年史」として編纂いたしましたo私ども競走会は、今後も、お客さま 

に末永くボートレースをご愛顧いただけるよう、鋭意精進していく所存でおりますo 

関係各位におかれましては、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げますo 



一般財団法人 一般財団法人 公益財団法人 

日本財団会長 日本モーターボート競走会会長 BOAT RACE振興会会長 

笹川 陽平 潮田政明 小高幹雄 

競走会の軌跡 
～そして未来への羅針盤～ 

レ『Iに・ こ“コ ・ユn二一ご ー・m"‘中 

糾に血」山糾鼻証呈山車雪三一 

競走会の一元化がもたらしたもの 

潮田 本日は、お忙しい中を笹川会長と小高会長にお 

かれましては、貴重なお時間をいただきまして、誠 

にありがとうございますo 

このたび、私ども競走会の設立10周年を迎る 

にあたり、「日本モーターボート競走会10年史」と 

「中期業務推進計画『COMPASS～未来への羅 

針盤～』」を作成いたしますoまた、平成30年4月 

26日には競走会10周年記念「感謝の集い」を開 

催する予定でございます〇 

本日の座談会は、競走会10年史の作成にあた 

り、笹川会長から「3団体の会長による座談会」開 

催のご提案をいただき、実施させていただくことと 

なりましたo 

座談会の内容につきましては、これまでの10年 

につきまして少し触れさせていただきますが、未来 

志向の話を中心に、将来に向けた取り組みにつき 

まして、お話を進めさせていただきたいと思います 

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは初めに、競走会の将来に向けた取り 

組みについてお話をさせていただきたいと思い 

ます〇 

私ども競走会業務の基本となる柱のーつは 

「公正・安全なレースの実施」、もうーつは「レース 

の魅力向上への取り組み」であり、この2本の柱を 

笹川 

潮 田 

中心に今後も業務を行っていきたいと思っていま 

すoなかでも、審判判定の統一・厳格化、検査体 

制の強化、スタート事故・人身事故・器材事故等 

各種事故の未然防止は確実にやっていくべきも 

のと考えております。また、レースの魅力向上に関 

しましては、スター選手の育成、企画レースの充 

実、そして魅力ある番組編成等、競走会が売上 

拡大に貢献できる施策として挙げられますが、こう 

した点を中期業務推進計画に盛り込み、今後、重 

点的に取り組んでいきたいと思います。 

ボートレースが誕生してから早いもので67年 

と、大変長い年月が経ったわけですが、その中で 

10年前に18あった競走会と連合会を一元化す 

ることができたというのは、未来志向で発想され 

た素晴らしい改革だったと思います〇それまで 

は、審判判定一つをとってみても、24のレース場 

それぞれで、許容される範囲内ではありますが 

若干の差異もありました〇それが一元化によって 

SG審判員制度が導入され統一されてきているo 

やはり、競走の公正、厳格な運営というのは、お 

客さまの信頼を勝ち得るために非常に大切なこ 

とであり、お客さまに喜んでいただくことが何より 

ですからね。 

SG審判員制度は、競走会が一元化してこそ導 

入できた制度だと思います。しかしながら現在のと 

ころ、全国展開のSG競走やプレミアムGI競走な 

ど、一部のレースに特化しているだけですので、さ 

らなる審判判定の統一に向け、蓄積したノウハウ 

を各地の審判員にも伝えていかなければならない 

と思っていますo 

あわせて、審判判定用カメラの機能強化や設 

置位置・台数の統一化等、ハード面の検討・改善 

も必要と考えておりますo 

笹川 それから、振り返ってみればB O A 'F RACE 振 

興会が設立されたことも、競走会が競走実施機 

関として、より専門分野に特化した業務に専念で 

きる体制をとれた要因のーつだと思いますoこれも 

素晴らしい未来志向の組織改編であったと私は 

感じていますが、小高会長はいかがですか。 

小高 まずは、新競走会10周年、おめでとうございます。 

潮田 ありがとうございます〇 

小高 ボートレース業界は、施行者がいて、舟券を売 

る場所があって、選手が走ってレースを行い、競 

走会がそのレースの審判・検査を行って、はじめ 

て売上となります〇すなわち、業界関係者の皆さま 

が運命共同体であることを理解してくださったが 

ゆえに、今日があると思っています〇そのおかげ 

で、業界の目標であった1兆2,000億円の売上回 

復を、東京オリンピックの3年前に達成することが 

できましたo競走会におかれましては、3Daysバト 

ルトーナメントやGIクイーンズクライマックスの新設 

等で協力していただいたことも売上向上につな 

がったと感謝していますo 

売上目標が達成されたことで、改めてBOAT 

RACE 振興会では、ボートレースミッションとしまし 

て、rBOATRACEのイメージアップ」「施行者の 

収益確保」「日本財団を通じた社会貢献」を理念 

に、自分の利益を考えず、ボートレースの利益を考 

え、仕事をしていきたいと思っています〇 

また、新規フアンの拡大とスター選手の育成なく 

してボートレースの未来はないと私は思っておりま 

すoぜひ、競走会には、スター選手の育成に尽力 

していただきたいというのが振興会からのお願い 

ですo 

潮田 ありがとうございますo皆さまのお力をお借りし 

ながらスター選手の育成に遭進していきたいと思 

います。 

小高 BOATRACE 振興会は、今後もボートレース 

の永続的な発展の実現のために「常に改革改善 

を行い様々な施策を決定・推進して売上を支え 

る」、「関係団体が運命共同体として一丸となれる 

よう緊密な連携・調整を主体的に行う」、「天災な 

どによりボートレースが危機に陥ったときに必要な 

資金を現在の電話投票及びシステム利用に関す 

る枠組みを変更することなく準備してボートレース 

を守る」という3本柱をポリシーとして、ボートレース 

業界を全面的にバックアップしていきます〇 



業界の皆さまと運命共同体として力を合わせ、 

さらなる売上目標1兆3, 000億円達成に向けて 

遭進していきたいと思いますo 

潮田 よろしくお願いします。 

変化を恐れず、大いなる勇断を 

笹川 競走会には、変えてはいけないものと、変えてい 

くべきものと、二つあるのではないかと思いますo 

長い歴史の中で、公正・安全なレースの実施の 

ための諸規則や厳格な選手管理、選手・実務者 

の教育や整備等の培ってきたもの、そうしたものは 

変えてはいけないものだと思います〇 

しかし、競技の在り方というのは、時代の変化に合 

わせて変えていくべきものだと思いますo 例えば、 

「笹川賞」や「鳳風賞」という名称を使用せず 

「ボートレースオールスター」や「ボートレースクラ 

シック」といった新たな名称を統一的に使用するこ 

とにより、新しい発展がありました。つまり、変化し 

ていかなければいけないことには、大いなる勇断 

をもって対応していくo みんながいいと言うものは 

実はたいしたものではなくて、みんなが反対したも 

のにこそいいものがある。みんなに反対されたら、 

これはやろうと決めるといいと思いますよo 

小高 笹川会長のおっしゃるように、私もチャレンジし 

ていくことが必要だと思います。 

振興会では、広域発売のさらなる拡大を図るた 

め、北海道や沖縄などボートレースになじみがな 

い地域にアンテナショップを設置し、全国を見据え 

たお客さまの掘り起こしを行っていますo 

そこで、地元出身の選手を誕生させることによ 

り、ボートレースになじみを持っていただくため、現 

地の高校を回ったり、募集セミナー等を開催したり 

選手募集活動を積極的に行っていますが、現地 

の方が大変協力的で、全国区のレースを是非 

やっていただきたいという声がありますo 

ですから、振興会としては、北は北海道から南 

は沖縄まで全国を網羅した「全国ボートレース甲 

子園」の実施をお願いしたいと考えていますo 

笹川 それは面白そうな提案ですね。 

潮田 先ほどもちょっとお話させていただきましたが、 

「レースの魅力向上」を目指すという意味では、ス 

ター選手の育成や企画レースの実施というものが 

あると思いますo企画レースにつきましては、小高 

会長のご発案により実現しました3Daysバトル 

トーナメントは大きな成功となりましたo今後も、新 

たな魅力あるレースを企画し、お客さまに提供して 

いかなければならないと思っておりますoただ今、 

ご提案いただきました「全国ボートレース甲子園」 

に関しても、競技運営研究委員会などで議論し 

て、制度として実現できるよう研究していきたいと 

思います。 

小高 ぜひ、お客さまのため、業界のためにお願いい 

たします。 

スター選手の育成を目指して 

笹川 

潮 田 

笹川 

潮田 

スター選手の育成というのは、いつの時代でも 

望まれることですが、競走会が選手養成の在り方 

を変えられたというのも、また素晴らしいことだと思 

います〇ボートレースは、プロ1年目でも500万円、 

600万円と稼げる世界ですから、何百人、何千人 

の中から、体力・気力・ハングリー精神を持った人 

がプロに上がっていけるというシステムにしたの 

は、将来を考えると期待感にあふれていると思い 

ますo 

スター選手の育成の観点では、養成所に入所 

する前、入所してから、そして選手としてデビュー 

してからと、それぞれの段階で区分けして考えて 

いかなければいけないと考えていますo 

なるほどo 

入所する前というのは、有資質者の確保を目 

的に、全国で募集活動を展開してより多くの人材 

に受験してもらう〇そのために、第122期選手養 

成から養成訓練費用を無償化するとともに、入 

所者数も今までより拡大し、50人以上を入所さ 

せております。 

ただ、入所者数が多くなると、操縦訓練を行う 

水面の数は限られていますので、おのずと1人当 

たりの乗艇時間数が少なくなります。それをどう 

解消するか。例えば、レース場をお借りした現地 

訓練を実施したり、あるいは元選手の実技教官 

を増員したり、教官個々のスキルアップを図って 

いくための教官教育もしっかり行っていく必要が 

あります〇 

そして、選手としてデビューしてから、ここが一 

番肝心だと思いますが、昨今のレース形態の高 

度化により、デビュー後なかなか勝ちづらく、若手 

が活躍できる場が少ない状況にありますoそこ 

で、各レース場にお願いをして、来年度は全国 

24のレース場で、若手育成のルーキーシリーズ 

を実施いただくこととなりましたo 若手のレースは 

スタート事故や航法事故が多く、施行者も積極 

的には実施したいレースではありませんが、やは 

り活躍の場を作らなければスター選手は育たな 

いわけであり、趣旨をご理解いただき実施してい 

ただくことになりました〇 

ただ、先ほど申し上げましたように、若手のレー 

スはスタート事故等の多発が懸念されますので、 

スタート事故・人身事故防止の指導もしっかりと 

行っていきたいと考えております。 

笹川 いろいろ課題があるとしても、新人選手がデ 

ビューした後に、各レース場に協力してもらって訓 

練をさせていただくといいですね〇24のレース場 

は協力的なのですか〇 

潮 田 各レース場には協力していただいておりますoス 

ター選手育成制度の中に自主訓練の充実というも 

のがありまして、各レース場とも周辺環境の許す限 

笹川 

小高 

笹川 

小高 

潮田 

小高 

り施設を開放していただいておりますoまた、競走 

会の支局・支部が中心となり、各レース場のご協力 

のもと、全国で年間10回ほど、若手選手を対象に 

地区別の合同訓練を実施しています。 

やはり新人選手は出場回数が少ないわけです 

から、そうした選手が各地で実践的に訓練できる 

体制をできるだけ多く作ってあげることが必要で 

すねo 

さきほど、ルーキーシリーズの開催を増加させる 

話をききましたが、さらに、デビュー後5年以内の 

選手によるレースを組むというのも検討してはどう 

ですかOトップレーサーと戦うので、なかなか勝て 

ないわけですから。 

アメリカのプロ野球は、階級がいくつもあります 

ね。メジャーリーグの下に、マイナーリーグがあって 

3A、 2A…というように分かれている。 

そうですね、競走会でも3Aレースのような新人 

選手を対象とした一般競走を考えてみてもいいと 

思います。 

女子選手は200名ほどおりますが、年間36節 

の女子のみのレースがあり活躍の場があります。 

そこで活躍すれば上位グレードレースに出場でき 

るし、もしそこで活躍できなければまた女子レース 

に戻って鍛え直すことができますoそこで、勝率は 

確実に稼げるわけで、そういう繰り返しがいい循 

環になっているのかもしれません。若手男子には、 

そうした活躍の場がありませんo 

男子の新人選手と、お客さまに大人気の女子 

選手のミックス戦を行ってはどうでしょうoお互い 

に切瑳琢磨していけると思いますし、お客さまに 

5 6 



とっても、きっと見ごたえのあるレースになると思 

います。 

笹川 それと、やはり勝つというのは大事なことだと思 

います。優勝の経験は、どんなスポーツでも自信に 

なる。だから、できるだけ早く1勝できるような仕組 

みを作ってあげて欲しいと思います〇 

潮田 確かにそうですね〇ルーキーシリーズや、今、小 

高会長がおっしゃったようなミックス戦のようなもの 

も研究・検討し、若手育成のための環境を作って 

いければいいかもしれませんo 

笹川 それから、スター選手の育成という話ですが、 

やはり育てていくにはどういうプロセスを作って育 

てていくのかを考えないといけないですねoプロボ 

クシングなども同じだと思いますが、どのようにレー 

スをさせていくか、出場条件や番組編成等を考え 

ていくことが重要ですねo 

小高 競馬でもそうじゃないですかo2歳馬の朝日杯 

フューチュリティステークスがあって、3歳馬の日 

本ダービーがあるoそして、有馬記念がありますo 

レースは世代別にあるわけですよ〇だから、新人は 

新人だけで戦うレースを作ってもいい〇例えば、養 

成所の修了期ごとのメンバーでやってみるのもい 

いと思います、女子も入れてね。 

潮田 そうですねo研究してみます〇 

笹川 そのレースには、小高会長にいいネーミングを 

考えてもらえば、きっと盛り上がるでしょうo 

時代の変化に合わせ、 

お客さまの望むものを提供 

笹川 今後は、全国各地の競走会の役職員に潮田会 

長の考えをいかに伝えていくか、ということが大事 

になってきますねoすなわち、本部との一体感をど 

小高 

うやって作り出していくか。やはり、できるだけ会長 

や役員が各地を回って、今後への改善点などをヒ 

アリングしていくということも非常に大事なことだと 

思いますo 

冒頭、ボートレース誕生から67年といいました 

が、今ほど、業界がこれほどまとまった時期はな 

いと思いますo組織の改編もありましたが、こうい 

う風にまとまりが出てきたことは、やはり上に立つ 

者の指導力がないと一致団結できなかったと思 

いますo 

競走会内部が、さらに一体化した組織として、 

しっかりやっていくことが大事ではないでしょうかo 

私もできるだけ現場に出て、各施行者の長と 

コミユニケーションを深め、関係強化に努めていま 

す o 

潮 田 以前にも笹川会長から、アドバイスをいただい 

て、実際に各地を回って職員の皆さまと会う機会 

を設けてきました〇確かに人となりも、思いも感じる 

ことができましたので、今後も続けられるようにした 

いと思っていますo 

小高 本部と支局・支部の役職員とが連携を密にし 

て、さらにその支局・支部の役職員が施行者と連 

携が取れればいいと思いますo今、振興会は各地 

の市長としっかり連携が取れており、スムーズに物 

事が決まりますo 笹川会長がおっしゃるように、や 

はり現場に出て話を聞くことが重要ですねo 

笹川 競走会は、本来、公正・安全な競技の運営、選 

手、審判員及び検査員の登録、選手の養成・育 

成を行うことが本業だけれども、それだけではな 

く、やはりお客さまが何を望んでいるかということに 

対しても、未来志向で、お客さまの意向を反映さ 

せていくことが必要ですね。 

小高 例えば、時代の変化というのがあって、今や売 

上のほとんどが電話投票や場外発売による広域 

発売にシフトしてきていますoそうすると、映像が 

非常に重要になりますので、特にナイターレースを 

行うレース場は、映像を意識したボートのカラーリ 

ングを工夫する必要があると思いますo 

実際、映像でナイターレースを見ると、何号艇な 

のか分かりにくいレース場もありますoですから、そ 

のあたりはしっかり研究をしないといけません。 

笹川 そうですね、ナイターレースの映像をスマート 

フオンでも椅麗に見てもらえるよう、ボートのカラー 

リングを研究する必要はありますねo 

小高 今、映像はハイビジョン化していますから、見え 

すぎるくらい何でもよく映ってしまいますo 選手の 

ヘルメットやウエアなども、しっかり映ります〇 

笹川 そうですね、選手のウエアなども、カッコよく見せ 

てくれるような良いものがたくさんあるでしょうし、 

モンキーターンでの選手の姿もきっと映えると思い 

ますよ〇 

小高 やっぱりこれからは、選手がカッコよく見えるよう 

にしてあげることやフアンの望むことに応えること 

で、ボートレースの魅力向上に努めていくことが必 

要ですねo 

潮 田 映像映えを意識したボートのカラーリングやスタ 

イリッシュなウエアなどを、前向きに検討していきた 

いと思いますo 

小高 やっぱり時代は変化しているわけで、エキサイ 

ティングなレースの中に「美しさ」がないとねo 

笹川 そうだねoぜひ、「美しさ」を追求してもらいたい 

ですねo 

潮 田 笹川会長、小高会長、本日はいろいろと貴重な 

ご意見をいただき、ありがとうございました。私ども 

競走会は、未来志向で、お客さまの望むことを具 

現化できますよう、これからもしっかりと各種施策 

の推進に取り組んで参りたいと思います。今後とも 

どうぞよろしくお願いいたします。 



競走会設立から現在まで 

連合会・競走会が一元化に向かった経緯 

モーターボート競走の年間売上は、平成3年度の2ブE2,137億円をピークに、その後の景気低迷やレジャーの多様化等を背景 

として長期低落傾向にあった〇その結果、主催者である施行者の収益状況の悪化はもちろんのこと、平成16年度には、当時、 

19あった競走会のうち、15の競走会が赤字に陥っており、モーターボート競走の実施主体である競走会及び連合会の財政 

状況の悪化といった問題も顕在化していたoこうしたモーターボート競走を取り巻く経営環境の悪化等を背景として、平成17年 

12月に「行政改革の重要方針（公営競技関係法人の見直しを含む）」が閣議決定されたほか、平成18年7月の「モーターボー 

ト競走事業活性化検討委員会」の報告書において、18の競走会（神奈川県競走会が平成17年度末に解散）及び連合会に関し 

て、一元化による意思決定の迅速化や企画機能の強化、経営改善の必要性、モーターボート競走の公正性及び安全性の確保の 

重要性等が指摘されたoこれらを踏まえ、モーターボート競走法の一部を改正する法律案が第166回通常国会で可決、成立o 

同法が、平成19年3月31日付で公布、同年4月1日から施行されると、18の競走会及び連合会が平成20年4月1日をもって 

解散することとなった。以後、競走会の従来業務（競走の審判、モーターボートの検査等）及び連合会の従来業務（選手等の養 

成・訓練、選手等の登録、選手の出場あっせん等）については、国土交通大臣が指定した競走実施機関が行うこととなった。 

財団法人日本モーターボート競走会設立と一元化 

国官総第521号 

財団法人 日本モーターボート競走会 

設立代表者 

社団法人 全国モーターボート競走会連合会 

会 長 蔭 山 幸 夫 

平成19年11 月1日付けで申請のあった財団法人日本モーターボー 

ト競走会の設立については、民法（明治29年法律第89号）第34条 

の規定に基づき、申請のとおり許可する。 

平成19年11月30 日 

支局制導入による組織改編 

一元化して2年が経過した後も、全体的な組織体系は旧態依然としており、機能的な役割分担や人的資源の効率的 

配分等は行われていない状況にあり、運営体制の合理化、意思決定の迅速化及び企画機能の強化を図る必要があっ 

たoこのことから、平成22年4月1日より、業務内容に応じたさらなる組織等の見直しとして、事務所の集約、人事交流 

による運営体制等の整備により、業務の効率化を図るため、支局制度を導入o各地区に支局を設置し、各支部にあった 

総務・経理部門等を集約化し、支部組織の改編をすることとなったoさらに、支局制度の導入に伴い、当時の職員数 

1 ,000 名余の組織規模に対して理事の定数が多いことから、寄付行為（現在の定款）の理事数について、r25名以 

上35名以内」を「8名以上12名以内」に改めたoなお、支局制度の導入前の理事数は26名であったが、導入後は、会 

長1名、理事長1名、常務理事1名、理事5名の合計8名（その他、非常勤監事2名）となり、一元化時と比べて、組織 

は、さらに合理化された〇 

一般財団法人へ移行 

府益担第4615 号 

平成24年3月22 日 

財団法人日本そーターボート鏡走会 

皆川 浩二 殿 

~大臣L L 

野田 佳ぎミ 

平戒23年lO月26日付け申諸に対し、一般’l団詰汰及び ”瞬人に爵中る法 

律及び公益社団法人及び公益財団法人の昭定等に蘭する法細）晦行に伴う国係怯律豆堰 

柳等に関する法律（平成18年抜律第50号）第45条の規定に基づき、●峨のとおり 

~団法人として認可する． 

公益法人制度改革による関連3法（法人法、認定法及び整備法）の施行を受け、当時の公益法人となっていた競走会 

は、平成25年11月30日までに、「公益財団法人」または「一般財団法人」に移行する必要があったo移行後は、「補助 

金や負担金などを主要な財源とし、不足する部分については収益事業で獲得した利益によって補いながら公益目的事業 

を行う」といった認定法の趣旨に適う事業形態ではなく、認定法に定める18の公益認定基準（収支相償、公益目的事業 

比率、遊休財産の保有制限など）の全てに適合することが困難と考えられたことから、平成24年4月1日より、一般財団 

法人へ移行するに至った〇 
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国海総第436 号 
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I 平成20年2月14 日付け日モ競総第16 号をもって申請のあっ 

： た競走実施機関の指定については、モーターボート競走法の一部を 

1 改正する法律（平成19年法律第l6号）附則第12条の規定によ 

り、同法第3条の規定による改正後のモーターボート競走法第32 

I

条第1 項の規定に基づき、 競走実施機関として指定する。 

指 定 

財団法人日本モーターボート競走会 

会 長 蔭 山 幸 夫 殿 

平成20年2月20 日 

国上交通大臣 

冬 柴 鑑 

邑土交通省 I 

平成19年度より、新組織設立準備室が設置され、新組織の設立、新組織における諸規程の検討等を進めるため、新組織設 

立準備委員会、競走会会長会議、発起人会等の開催を経て、財団法人日本モーターボート競走会（以下、「新競走会」）は、平成 

19年11月30日に国土交通大臣より設立許可を受け、設立に至ったo設立当時の新競走会において、理事会・評議員会を開催 

し、諸規程の制定、指定申請に係る審議、役員・評議員の選任、事業計画・収支予算等の承認を受けた。また、各種システム構築、 

債権者保護手続きに係る事務等、18の競走会と連合会の一元化へ円滑に移行するための諸準備等も実施した〇新競走会は、 

平成20年2月20日、国土交通大臣より競走実施機関としての指定を受けると、同年3月27日、モーターボート競走法第34条 

に基づき、競走実施業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けたoこれらを経て、18の競走会及び連合会は、モーターボー 

ト競走法の附則第13条第1項に基づき、同年4月1日に解散し、その一切の権利及び義務を新競走会に承継し、一元化される 

に至ったo以後、一元化した新競走会は、国土交通大臣の競走実施機関の指定に基づく競走実施業務を適切かつ確実に実施す 

ることを最重点事業として位置付け、「審判、検査等の競技関係事務よ「選手、ボート・モーター、審判員及び検査員の登録」、 

「選手の出場のあっせん」、「選手、審判員及び検査員の養成及び訓練」、その他の業務を公正・円滑に実施していくこととなったo 

なお、一元化前の18の競走会及び連合会の理事の合計数は75名（その他、非常勤理事70名、非常勤監事38名）であった 

が、一元化により、会長1名、理事長1名、常務理事5名、理事22名の合計29名（その他、非常勤監事3名）となったo 
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